
オールニッポンヘリコプター（株）に対する厳重注意について

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ２ 日

国土交通省 東京航空局

オールニッポンヘリコプター株式会社に対して平成23年8月18日、19日及び29日に実施した本

社・主基地（東京ヘリポート）及び大阪基地（伊丹空港）に対する立入検査の結果、事業機で発

生した不具合に対し、必要な整備処置等が適切に行われないまま事業の用に供されていた事実が

認められたため、本日付けで東京航空局保安部長から同社安全統括管理者あて別添のとおり文書

による厳重注意を行いましたので、お知らせします。

今後、厳重注意に基づく措置が会社において着実に実施されるよう、定期監査及び随時監査に

より継続的に監視して参ります。

問い合わせ先： 東京航空局 電話 ０３－５２７５－９２９２（代表）

担当 先任航空事業安全監督官 小松 （内線７７１０）

（直 通）０３－５２７５－９３０７（航空事業安全監督官）

※代表電話の交換業務は、平日08:30～17:45です。

この時間帯以外は、恐れ入りますが直通で問い合わせ下さい。




